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衆
議
院
議
員
石
川
知
裕
君
提
出
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
発
生
し
た
人
質
事
件
に
対
す
る
駐
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
日
本
国
大
使
の
対
応
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
石
川
知
裕
君
提
出
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
発
生
し
た
人
質
事
件
に
対
す
る
駐
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
日
本
国
大
使
の
対

応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

在
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
主
人
民
共
和
国
（
以
下
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
」
と
い
う
。
）
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い

さ
つ

う
。
）
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
十
六
日
（
現
地
時
間
。
以
下
同
じ
。
）
、
川
田
司
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
駐
箚
特
命
全
権
大
使

（
以
下
「
川
田
大
使
」
と
い
う
。
）
を
本
部
長
と
す
る
現
地
対
策
本
部
を
設
置
し
た
。
同
本
部
の
設
置
以
降
、
城
内
実
外
務

大
臣
政
務
官
を
始
め
と
す
る
外
務
省
及
び
警
察
庁
の
職
員
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
出
張
し
、
大
使
館
の
職
員
を
含
め
最
終
的
に

は
約
五
十
名
以
上
の
職
員
が
、
同
本
部
の
構
成
員
と
し
て
、
在
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
邦
人
に
対
す
る
テ
ロ
事
件
（
以
下
「
本
件
事

件
」
と
い
う
。
）
の
対
応
に
当
た
っ
た
。

二
に
つ
い
て

川
田
大
使
は
、
記
者
会
見
は
行
っ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

城
内
実
外
務
大
臣
政
務
官
を
始
め
と
す
る
外
務
省
の
職
員
が
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
日
に
、
医
務
官
を
含
む
外
務
省
及

一



び
警
察
庁
の
職
員
が
同
月
二
十
一
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
本
件
事
件
の
発
生
し
た
イ
ナ
メ
ナ
ス
に
赴
い
た
。

四
に
つ
い
て

大
使
館
の
対
応
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
長
と
す
る
「
在
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
邦
人
に
対
す
る
テ
ロ
事

件
の
対
応
に
関
す
る
検
証
委
員
会
」
及
び
外
務
大
臣
を
長
と
す
る
「
海
外
に
お
け
る
企
業
・
邦
人
の
安
全
対
策
の
強
化
の
た

め
の
対
策
チ
ー
ム
」
の
作
業
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


